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楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
誘
い
合
っ
て
お

出
か
け
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

毎
週
月
曜
日
（
園
庭
開
放
日
）　

　
　
　
　
　
　
　

９
時
30
分
〜
12
時
00
分

毎
週
木
曜
日
（
コ
ア
ラ
ち
ゃ
ん
の
日
）　

　
　
　
　
　
　
　

９
時
30
分
〜
11
時
30
分

　　

岐
阜
県
で
は
、
将
来
を
担
う
国
際
感
覚
豊

か
な
青
年
を
育
成
す
る
た
め
に
、
青
年
海
外

派
遣
事
業
を
開
催
し
ま
す
。

　

平
成
18
年
度
は
左
記
の
３
コ
ー
ス
の
予
定

で
す
。

◇
中
国
派
遣（
８
月
上
旬
〜
中
旬
の
９
日
間
）

◇
イ
ン
ド
派
遣
（
８
月
下
旬
〜
９
月
上
旬
の

10
日
間
）

◇
ハ
ン
ガ
リ
ー
派
遣
（
９
月
中
旬
〜
下
旬
の

10
日
間
）

■
参
加
資
格　

18
〜
35
歳
ま
で
の
県
内
在
住

者
（
高
校
生
不
可
）

■
募
集
期
間　

４
月
３
日
〜
５
月
９
日

【
お
問
合
せ
先
】

　

岐
阜
県
庁
地
域
県
民
部
青
少
年
室

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
８―

２
７
２―

１
１
１
１

※
４
月
か
ら
組
織
改
編
に
よ
り
所
管
課
名
が

変
更
と
な
る
予
定
で
す
。

【
揖
斐
川
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
】

  

Ｔ
Ｅ
Ｌ
２
３―

１
１
３
６

　

風
が
冷
た
く
て
も
時
折
感
じ
る
陽
だ
ま

り
の
暖
か
さ
…
近
く
ま
で
春
が
き
て
い
ま
す

ね
。
４
月
か
ら
は
、
新
し
く
な
っ
た
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
で
再
ス
タ
ー
ト
で
す
。
親
子

で
一
緒
に
楽
し
く
遊
び
、
子
育
て
を
楽
し
み

ま
し
ょ
う
。
な
お
、
お
教
室
に
つ
い
て
は
、

入
所
式
に
説
明
し
ま
す
。

■
利
用
対
象　

揖
斐
川
町
在
住
の
未
就
園
児

　
　
　
　
　
　
（
祖
父
母
可
）

■
開
館
時
間　

月
〜
金
曜
日　

　
　
　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

■
休
館
日　
　

祝
祭
日
、
土
・
日
曜
日

セ
ン
タ
ー
ル
ー
ム
活
動(

10
時
〜
11
時
30
分)

【
か
す
が
保
育
園
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
】

  

Ｔ
Ｅ
Ｌ
５
７―

２
３
１
９

　

18
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
今
年
度
も

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
参
考
に
し
て
、
行
事
を

計
画
し
て
い
ま
す
。親
子
で
安
心
し
て
遊
べ
、

ホ
ッ
と
で
き
る
場
の
提
供
を
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
お
話
し
を
し
な
が

ら
交
流
を
し
、
仲
間
作
り
を
し
て
子
育
て
を

　

旧
町
村
ご
と
の
農
業
集
落
排
水
使
用
料
を

平
成
21
年
度
ま
で
の
５
年
間
で
調
整
す
る
た

め
、
平
成
18
年
４
月
よ
り
次
の
と
お
り
改
正

し
ま
す
。

　

使
用
料
は
毎
月
徴
収
と
し
、
基
準
日
は
毎

月
１
日
で
す
。

　

な
お
、
平
成
18
年
度
か
ら
揖
斐
川
地
区
に

お
い
て
開
始
す
る
個
別
排
水
処
理
施
設
整
備

事
業
（
市
町
村
設
置
型
合
併
処
理
浄
化
槽
）

の
使
用
料
は
表
中
の
揖
斐
川
地
区
と
同
様
と

な
り
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
お
問
合
せ
先
】

　

揖
斐
川
町
役
場
下
水
道
課

　

改
正
内
容

１
． 

浄
化
槽
の
法
定
検
査
は
、
年
１
回
必
ず

受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

※
法
定
検
査
を
受
検
し
な
い
浄
化
槽
管
理
者

へ
の
指
導
・
助
言
、
勧
告
、
命
令
の
規
定

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
命
令
に
従
わ
な
い

場
合
は
、
30
万
円
以
下
の
過
料
に
処
せ
ら

れ
ま
す
。

※
受
検
に
つ
い
て
は
、
指
定
検
査
機
関
で
あ

る(

財)

岐
阜
県
環
境
管
理
技
術
セ
ン
タ
ー

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
８―

２
７
６―

０
３
２
１
）

に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

２
． 

浄
化
槽
の
使
用
を
廃
止
し
た
場
合
は
、

「
浄
化
槽
使
用
廃
止
届
出
書
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

浄
化
槽
の
使
用
を
廃
止
し
て
か
ら
、
30

日
以
内
に
「
役
場
生
活
環
境
課
」
に
「
浄

化
槽
使
用
廃
止
届
出
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
こ
の
時
、届
出
書
と
と
も
に「
浄

化
槽
最
終
清
掃
確
認
願
い
」
も
併
せ
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
を
怠
っ
た
り
、

虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
に
は
、
５
万
円

以
下
の
過
料
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

※「
浄
化
槽
使
用
廃
止
届
出
書
」お
よ
び「
浄

化
槽
最
終
清
掃
確
認
願
い
」の
様
式
は「
役

場
生
活
環
境
課
」
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

【
お
問
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
生
活
環
境
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
８
５
‐
２
２
‐
２
１
１
１

13
日
（
木
）

18
日
（
火
）

20
日
（
木
）

25
日
（
火
）

27
日
（
木
）

入
所
式

お
花
見

お
教
室
申
込
み

誕
生
会
＆
お
話
ル
ー
ム

お
教
室
説
明
会

17
日
（
月
）

20
日
（
木
）

24
日
（
月
）

27
日
（
木
）

園
庭
開
放
日

友
だ
ち
紹
介
・
子
育
て
支
援

事
業
の
説
明
な
ど

園
庭
開
放
日

戸
外
あ
そ
び
（
砂
場
）

一般世帯の場合 （１ヵ月あたり）

地　区 基本料金 加算料金
（１人あたり）

揖斐川・谷汲 4,000 円 250 円

藤橋・坂内 3,300 円 200 円

※ 1ヶ月の使用料は、基本料金および加算料金の合計額
　に 1.05 を乗じて得た額とする。

〔料金計算の例〕
谷汲地区で世帯人数が４人の場合：
(基本料金4,000円＋加算料金250円×4人 )×1.05＝5,250円


